
（第18341号）東 京 都 公 報令和7年7月7日（月曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
国
土
調
査
と
し
て
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
一

○
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
道

路
の
指
定
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
一

公

告

○
国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項

の
原
案
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…（
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部
土
地
利
用
計
画
課
）…
三

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
一
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
八
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

中
央
区

三

調
査
地
域

中
央
区
新
川
二
丁
目
の
一
部

四

調
査
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
二
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
六
条
第
三

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
国
土
調
査
（
地
籍
調
査
）
と
し

て
指
定
を
し
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
土
調
査
指
定
年
月
日

令
和
七
年
六
月
十
日

二

調
査
を
行
う
者
の
名
称

小
平
市

三

調
査
地
域

小
平
市
小
川
町
二
丁
目
の
一
部

四

調
査
期
間

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
七
十
三
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
七
年
法
律

第
三
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

都
道
環
状
八
号
線

二

指
定
す
る
区
間

大
田
区
矢
口
一
丁
目
四
百
五
十
五
番
一
地
先

か
ら
同
区
鵜
の
木
一
丁
目
四
百
七
十
番
一
地

先
ま
で

三

指
定
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
原
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画

建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の
原
案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に

規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会

議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
田
町
駅
東
口
地

区
地
区
計
画

二

当
該
事
項
を
定
め

る
土
地
の
区
域

追
加
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
五
丁
目
各
地

内
変
更
す
る
部
分

港
区
芝
浦
三
丁
目
及
び
芝
浦
四
丁
目
各

地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
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国
家
戦
略
都
市
計
画
建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る

事
項
の
原
案
に
つ
い
て

東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会
議
が
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平

成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
第
二
十
一
条
第
六
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
、
国
家
戦
略
都
市
計
画

建
築
物
等
整
備
事
業
に
関
す
る
事
項
の
原
案
の
縦
覧
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
公
告
す
る
。

な
お
、
同
原
案
に
係
る
区
域
内
の
土
地
の
所
有
者
及
び
都
市
計
画

法
施
行
令
（
昭
和
四
十
四
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）
第
十
条
の
四
に

規
定
す
る
利
害
関
係
を
有
す
る
者
は
、
縦
覧
開
始
の
日
か
ら
起
算
し

て
三
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
東
京
圏
国
家
戦
略
特
別
区
域
会

議
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
七
月
七
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

国
家
戦
略
都
市
計

画
建
築
物
等
整
備

事
業
に
係
る
都
市

計
画
に
定
め
る
べ

き
事
項
の
種
類

東
京
都
市
計
画
地
区
計
画
品
川
駅
西
口
地

区
地
区
計
画

二

当
該
事
項
を
定
め

る
土
地
の
区
域

変
更
す
る
区
域

港
区
高
輪
三
丁
目
地
内

三

区
域

別
図
の
と
お
り

四

縦
覧
場
所

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部

都
市
計
画
課
（
東
京
都
庁
第
二
本
庁
舎
十

二
階
北
側
）
及
び
港
区
役
所

五

縦
覧
期
間

公
告
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
週
間

六

意
見
書
の
提
出
先

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
都
市
整
備
局
都
市
づ
く
り
政
策
部


